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１　問題の所在
特許権侵害に基づく損害賠償金は消費税１の課税

対象となるだろうか２。消費税法４条１項は、次の
とおり規定している。

消費税法４条１項
国内において事業者が行った資産の譲渡等…に
は、この法律により、消費税を課する。

「資産の譲渡等」について、同法２条１項８号は、
次のとおり規定している。

消費税法２条１項８号
資産の譲渡等　事業として対価を得て行われる資
産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供…をいう。

したがって、特許権侵害に基づく損害賠償金が消
費税の課税対象となるかは、特許権侵害行為が、特
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